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地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議
会

の
傍
聴
を

時
10
月
18
日
㈮
、
午
後
２
時
か
ら
、
所 

ロ
ー

ズ
Ｗ
Ａ
Ｍ
501
・
502
、
定 

先
着
10
人
（
当
日

空
き
が
あ
れ
ば
傍
聴
可
）、
申
電
話
ま
た

は
フ
ァ
ッ
ク
ス
（
住
所
・
氏
名
・
電
話

番
号
を
記
入
）
で
、
相
談
支
援
課
☎
655
・

２
７
５
８
、

622
・
０
６
５
５

市
子
ど
も
・
若
者
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

「
く
ろ
す
」
の
ご
利
用
を

所 

同
セ
ン
タ
ー
（
片
桐
町
４
ー
７
）、
対
お

お
む
ね
40
歳
ま
で
の
ひ
き
こ
も
り
、
ニ
ー

ト
、
不
登
校
等
の
子
ど
も
・
若
者
ま
た
は
そ

の
保
護
者
、
内 

面
談
、
訪
問
支
援
、
居
場
所

利
用
、
同
行
支
援
、
問 

同
セ
ン
タ
ー
☎
646
・

５
５
２
６
（
火
・
日
曜
日
、
祝
日
休
み
）

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の 

利
用
者
負
担
額
を
軽
減

　
社
会
福
祉
法
人
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
場
合
、
一
定
の
要
件
に
該
当
す
る

人
の
利
用
者
負
担
の
一
部
を
軽
減
し
ま
す
。

対
次
の
A
～
C
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
、

A
次
の
全
て
に
該
当
し
、市
が
認
定
し
た
人
、

①
市
民
税
非
課
税
世
帯
、
②
世
帯
の
年
収
が

単
身
世
帯
で
150
万
円
（
世
帯
員
が
１
人
増
え

る
ご
と
に
50
万
円
加
算
し
た
額
）
以
下
、
③

世
帯
の
預
（
貯
）
金
等
の
額
が
単
身
世
帯
で

350
万
円
（
世
帯
員
が
１
人
増
え
る
ご
と
に

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の
指

定
・
更
新
申
請
の
手
数
料
が
必
要

介
護
保
険
法
に
基
づ
く
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
等
の
指
定
・
更
新
申
請
に
つ
い
て
、

●
月
1
日
か
ら
手
数
料
を
徴
収
し
ま
す
。対

①
居
宅
サ
ー
ビ
ス・②
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス・

③
居
宅
介
護
支
援
・
④
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
・
⑤
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
・

⑥
介
護
予
防
支
援
・
⑦
介
護
予
防
・
日
常
生

活
支
援
総
合
事
業
（
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
Ａ
を

含
む
）、￥

指
定
申
請
＝
1
件
3
万
円
（
同

時
申
請
は
3
万
5
千
円
）、
更
新
申
請
＝
1

件
1
万
円
（
同
時
申
請
も
1
万
円
）
※
同
時

申
請
と
は
、
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
を
同
一
の
事

業
所
で
一
体
的
に
提
供
し
、
申
請
を
同
時

に
行
う
こ
と
、問

福
祉
指
導
監
査
課
☎

620
・

1809

100
万
円
を
加
算
し
た
額
）
以
下
、
④
日
常
生

活
の
た
め
に
必
要
な
資
産
以
外
に
活
用
で
き

る
資
産
が
な
い
、
⑤
医
療
保
険
の
扶
養
家
族

で
は
な
い
、
⑥
親
族
等
の
援
助
が
期
待
で
き

な
い
、⑦
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な
い
、

B
生
活
保
護
受
給
者
、
C
「
中
国
残
留
邦
人

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国

し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
る
支
援

受
給
者
、
内 

A
利
用
者
負
担
額
（
10
％
相
当

分
）・
食
費
・
居
住
費
・
宿
泊
費
・
滞
在
費

の
25
％
（
老
齢
福
祉
年
金
受
給
者
は
50
％
）、

B 

C
個
室
居
住
費
ま
た
は
滞
在
費
全
額
、
問 

利
用
先
の
社
会
福
祉
法
人
ま
た
は
長
寿
介
護

課
☎
620
・
１
６
３
９

調
理
が
困
難
な
高
齢
者
に
配
食
を
実
施

対
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高

齢
者
ま
た
は
高
齢
者
世
帯
等
で
、
調
理
が
困

難
か
つ
安
否
確
認
が
必
要
な
人
、
内 

市
委
託

事
業
者
が
栄
養
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
食
事
を

週
２
食
ま
で
自
宅
に
届
け
る
、
￥ 
１
食
あ
た

り
510
円
（
市
民
税
非
課
税
世
帯
、
生
活
保
護

受
給
世
帯
は
410
円
）、
申
担
当
の
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
（
い
な
い
場
合
は
各
小
学
校
区
の
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）、
問 

長
寿
介
護
課

☎
620
・
１
６
３
７

ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
等 

日
常
生
活
支
援
事
業
の
ご
利
用
を

　
在
宅
で
生
活
す
る
要
介
護
１
以
上
の
ひ
と

り
暮
ら
し
高
齢
者
・
高
齢
者
世
帯
に
、
介
護

保
険
制
度
対
象
外
の
簡
単
な
作
業
等
の
サ
ー

福
祉
・
人
権

ビ
ス
を
提
供
し
ま
す
。

内 

ご
み
出
し
、
窓
ガ
ラ
ス
の
清
掃
、
電
球
取

替
え
等
、
１
回
30
分
以
内
、
月
２
回
ま
で
、

￥ 

１
回
250
円
（
市
民
税
非
課
税
ま
た
は
生
活

保
護
受
給
者
は
１
回
150
円
）、
申
長
寿
介
護

課
☎
620
・
１
６
３
７

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
ご
利
用
を

対
在
宅
で
生
活
す
る
外
出
困
難
な
要
介
護
３

～
５
の
65
歳
以
上
の
高
齢
者
、
内 

府
理
容
生

活
衛
生
同
業
組
合
、
府
美
容
生
活
衛
生
同
業

組
合
の
茨
木
支
部
加
入
店
の
訪
問
理
美
容
出

張
費
を
助
成
す
る
チ
ケ
ッ
ト
、
￥ 

１
枚
に
つ

き
出
張
費
上
限
千
円
（
施
術
料
実
費
）、
備 

年
度
の
上
限
枚
数
は
申
請
が
４
～
６
月
＝
４

枚
、７
～
９
月
＝
３
枚
、10
～
12
月
＝
２
枚
、

１
～
３
月
＝
１
枚
、
申
長
寿
介
護
課
☎
620
・

１
６
３
７

市
戦
没
者
追
悼
式
に
ご
参
列
を

　
先
の
大
戦
に
お
け
る
戦
没
者
に
対
し
、
追

悼
の
誠
を
捧
げ
、
恒
久
平
和
へ
の
誓
い
を
込

め
て
、
戦
没
者
追
悼
式
を
行
い
ま
す
。

時
11
月
２
日
㈯
、
午
前
10
時
か
ら
、
所 

ク
リ

エ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル
、
対
戦

没
者
の
遺
族
・
関
係
者
・
市
民
、
問 

地
域
福

祉
課
☎
620
・
１
６
３
４

共
同
募
金
に
ご
協
力
を

　
10
月
１
日
か
ら
、
共
同
募
金
運
動
（
赤
い

羽
根
・
歳
末
た
す
け
あ
い
）
が
実
施
さ
れ
ま

す
。
皆
さ
ん
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
善
意
の
募
金

は
、
地
域
福
祉
の
推
進
や
災
害
時
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
の
資
金
等
に
活
か
さ
れ
ま
す
。

１
人
で
も
多
く
の
温
か
い
ご
支
援
を
お
願
い

し
ま
す
。
な
お
、
募
金
の
取
り
ま
と
め
は
、

自
治
会
等
を
通
じ
て
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

申
10
月
１
日
～
12
月
６
日
に
、
口
座
振
替

ま
た
は
直
接
、
市
社
会
福
祉
協
議
会
☎
627
・

０
０
３
３
（
平
日
）

宅
地
建
物
取
引
業
人
権
推
進
員
制
度
を

ご
存
知
で
す
か　

　

府
で
は
、
宅
地

建
物
取
引
に
お
け

る
人
権
問
題
を
な

く
す
た
め
、
業

界
団
体
と
連
携

し
、
宅
建
業
者
の

従
事
者
を
対
象
に

同
推
進
員
を
養
成
し
て
い
ま
す
。
推
進
員
を

設
置
し
て
い
る
店
に
は
ス
テ
ッ
カ
ー
を
掲

示
し
て
い
ま
す
。
問 

府
建
築
振
興
課
☎
06
・

６
２
１
０・
９
７
３
４

「
府
部
落
差
別
事
象
に
係
る
調
査
等
の
規

制
等
に
関
す
る
条
例
」
啓
発
推
進
月
間

　
同
条
例
は
、
部
落
差
別
事
象
の
発
生
を
防

止
し
、
基
本
的
人
権
を
擁
護
す
る
た
め
、
部

落
差
別
を
引
き
起
こ
す
お
そ
れ
の
あ
る
個
人

や
土
地
に
関
す
る
事
項
の
調
査
・
報
告
等
の

行
為
を
規
制
し
て
い
ま
す
。
部
落
差
別
に
つ

な
が
る
お
そ
れ
の
あ
る
調
査
の
依
頼
は
や
め

ま
し
ょ
う
。
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
問 

府
人
権
擁
護
課
☎
06
・

６
２
１
０・
９
２
８
２
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特

集

ト
ピ
ッ
ク
ス

暮
ら
し
の

ガ
イ
ド

無
料
相
談

健

康

イ
ベ
ン
ト

講
座
講
習

募

集

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

み
ん
な
の

掲
示
板

パ
パ
マ
マ

ク
ラ
ブ

フ
ォ
ト

グ
ラ
フ

健
康
保
険
・
年
金

年金
手帳

保険証

時
10
月
７
日
㈪
・
16
日
㈬
・
25
日
㈮
、
午
前

９
時
10
分
～
正
午・午
後
１
時
10
分
～
４
時
、

所 

保
険
年
金
課
、
定 

各
先
着
6
人
、
内 

障
害

基
礎
年
金
受
給
手
続
に
関
す
る
相
談
（
障
害

厚
生
年
金
除
く
）、
持 

年
金
手
帳
、
基
礎
年

金
番
号
通
知
書
、
厚
生
年
金
被
保
険
者
証
、

年
金
証
書
、
医
療
機
関
受
診
等
に
関
す
る
メ

モ
等
（
本
人
以
外
の
場
合
は
委
任
状
）、
申

同
課
（
年
金
）
☎
620
・
１
６
３
２

年
金
保
険
料
の
納
付
は
前
払
い
が
お
得

　

国
民
年
金
保
険
料
は
月
額
１
６
４
１
０

円
（
定
額
保
険
料
）
で
す
が
、
10
月
末
ま
で

に
来
年
３
月
分
ま
で
の
６
か
月
分
を
前
払
い

（
前
納
）
す
る
と
800
円
お
得
に
な
り
ま
す
。

納
付
書
は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ

て
い
ま
す
。
納
付
書
が
な
い
人
は
、
吹
田
年

金
事
務
所
か
ら
取
り
寄
せ
て
く
だ
さ
い
。
問 

同
事
務
所
☎
06
・
６
８
２
１・
２
４
０
１

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品（
後
発
医
薬
品
） 

の
ご
利
用
を

　
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
は
先
発
医
薬
品
と

同
じ
有
効
成
分
を
同
量
含
ん
で
お
り
、
同
等

の
効
き
目
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
上
、
安
価

で
す
。
全
て
の
薬
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
薬
局
に
よ
っ
て
は
取
り
扱
っ
て
い

な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
か
か

り
つ
け
の
医
師
や
薬
剤
師
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。
問 

国
民
健
康
保
険
＝
保
険
年
金
課
（
国

保
）
☎
620
・
１
６
３
１
、
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
＝
府
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
給
付

課
☎
06
・
４
７
９
０・
２
０
３
１

休日・夜間窓口を開設 ～国民健康保険料、市税・清掃手数料～
　国民健康保険料、市税・清掃手数料を納めていない人は、至急、最寄りの
金融機関で納めてください。また、平日に銀行に行くことができない人や納
付相談のある人のために、休日・夜間窓口を開設しますので、ご利用ください。
時【休日】10 月 27 日㈰、午前9 時～午後5 時、【夜間】28 日㈪、午後8 時まで、
所①国民健康保険料＝市役所本館１階7 番窓口、②市税・清掃手数料＝市役所
本館2 階13 番窓口、備夜間と休日は、本館東玄関横の地下通用口から入り、守
衛室に声をかけてください。問①保険年金課（徴収）☎620・1631、②収納課
☎620・1616 本館東玄関横

れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
老
齢
基
礎
年
金
額
の
４

分
の
３
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
寡
婦
年
金
を
請
求
し
た
場
合
は
、
死
亡

一
時
金
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

【
死
亡
一
時
金
】
第
１
号
被
保
険
者
と
し
て

保
険
料
を
３
年
以
上
納
め
た
人
が
、
老
齢
基

礎
年
金
、
障
害
基
礎
年
金
の
い
ず
れ
も
受
け

ず
に
亡
く
な
っ
た
場
合
、
生
計
を
同
じ
く
し

て
い
た
遺
族
（
配
偶
者
、
子
等
）
に
支
給
さ

れ
ま
す
（
支
給
額
は
保
険
料
納
付
済
み
期
間

に
応
じ
て
12
～
32
万
円
）。
た
だ
し
、
そ
の

遺
族
が
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
場
合
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
問 

保
険
年

金
課
（
年
金)

☎
620
・
１
６
３
２

年
金
相
談
の
ご
利
用
を

　
年
金
記
録
や
受
給
に
関
す
る
相
談
は
、
吹

田
年
金
事
務
所
相
談
員
に
よ
る
出
張
年
金
相

談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

時
10
月
８
日
㈫
、
午
前
10
時
～
正
午
・
午
後

１
時
～
４
時
、
１
人
15
分
程
度
、
所 

保
険
年

金
課
、
定 

先
着
15
人
、
内 

国
民
年
金
、
厚
生

年
金
等
、
持 

年
金
手
帳
、
基
礎
年
金
番
号
通

知
書
、厚
生
年
金
被
保
険
者
証
、年
金
証
書
、

職
歴
メ
モ
等
（
本
人
以
外
の
場
合
は
委
任

状
）、
申
10
月
１
日
、
午
前
９
時
か
ら
、
電

話
で
同
課
（
年
金
）
☎
620
・
１
６
３
２

障
害
年
金
相
談
の
ご
利
用
を

　
社
会
保
険
労
務
士
に
よ
る
障
害
基
礎
年
金

専
門
の
予
約
相
談
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
窓

口
で
の
待
ち
時
間
な
く
相
談
で
き
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

新
し
い
被
保
険
者
証
を
送
付

　
現
在
使
用
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
（
退
職
被
保
険
者
証
含
む
）
は
、
10

月
末
で
有
効
期
限
が
切
れ
ま
す
。
新
し
い
被

保
険
者
証
は
、
簡
易
書
留
で
10
月
中
に
自
宅

へ
送
付
し
ま
す
。
11
月
１
日
以
降
は
、
必
ず

新
し
い
緑
色
の
被
保
険
者

証
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

10
月
25
日
ま
で
に
被
保
険

者
証
が
届
か
な
い
場
合
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
問 

保
険
年
金
課
（
国

保
）
☎
620
・
１
６
３
１

第
１
号
被
保
険
者
へ
の
独
自
給
付

【
付
加
年
金
】国
民
年
金
の
定
額
保
険
料(

月

１
６
４
１
０
円
）に
付
加
保
険
料（
月
400
円
）

を
上
乗
せ
し
て
納
め
る
と
、
65
歳
か
ら
次
の

式
で
計
算
し
た
額
（
200
円
×
付
加
保
険
料
を

納
め
た
月
数
）
が
老
齢
基
礎
年
金
額
に
加
算

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
国
民
年
金
基
金
に
加

入
し
て
い
る
人
、
保
険
料
免
除
等
の
承
認
を

受
け
て
い
る
期
間
は
、
付
加
保
険
料
を
納
め

ら
れ
ま
せ
ん
。【
寡
婦
年
金
】
第
１
号
被
保

険
者
と
し
て
保
険
料
納
付
期
間
（
保
険
料
免

除
期
間
含
む
）
が
10
年
以
上
あ
る
夫
が
、
何

の
年
金
も
受
け
ず
に
亡
く
な
っ
た
場
合
、
10

年
以
上
継
続
し
て
婚
姻
期
間
が
あ
り
、
夫
に

よ
っ
て
生
計
維
持
さ
れ
て
い
た
妻
が
、
60
歳

か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
の
間
、
夫
が
受
け
ら
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納税通知書等の
種類

通知書等の
送付先

発送通数
( ※ ) 募集 広告料

（１枠当たり） 広告枠 印刷
色

広告掲載が 
できない業種

①固定資産税・
　都市計画税

市内に固定資産を
所有する納税義務者

約 83,000
通

各
２枠

85,000 円

縦６㎝×
横８㎝

単色

要綱と基準に掲げ
るもののほか、証
券・商品先物取引
業の広告は掲載で
きません。詳細は
市 HP 参照。

②個人市府民税 市府民税を個人で
納付する人

約 63,000
通 65,000 円

③軽自動車税 軽自動車税の
納税義務者

約 46,500
通 50,000 円

④法人市民税 市内に事業所を
有する企業等の本社

約 8,200
通 ６枠 10,000 円 縦７㎝×

横 10㎝

保育所 ( 園 ) 等入所受付一覧
No. 日程 場所・希望保育所等名 時間

① 10/26 ㈯

彩都保育園 10:00

～

13:00
彩都敬愛保育園

（仮称）認定こども園彩都敬愛幼稚園（注1）
認定こども園郡山敬愛保育園

15:00

～

18:00

認定こども園東さくら保育園
② 28 ㈪ 認定こども園玉櫛たちばな保育園
③ 29 ㈫ 鮎川保育園
④ 30 ㈬ 安威たんぽぽ学園

⑤ 31 ㈭
たんぽぽ学園 ( 注 2)
たんぽぽ triangle 学園
たんぽぽ bambi 保育園（注 2）

⑥ 11/1 ㈮ 認定こども園くるみ敬愛保育園

⑦ 2 ㈯
（注 3）

市立保育所・市立認定こども園

13:00

～

17:00

さいのもと保育園
さくらんぼこども園
認定こども園いばらき大谷学園
認定こども園ちとせ學院
保育園下穂積キッズ
マリモ global kids
南総持寺保育園
小規模保育事業所・事業所内保育事業所

⑧ 5 ㈫ 認定こども園ちとせ學院 Due 南茨木 15:00

～

18:00
花たちばな認定こども園

⑨ 7 ㈭ あいの三島こども園
⑩ 8 ㈮ 水尾保育園

⑪ 9 ㈯
天王こども園 10:00

～

13:00
（仮称）天王こども園（分園）（注 4）
ひだまり保育園
ゆめひだまり保育園（注 5）

No. 日程 場所・希望保育所等名 時間
⑪ ９㈯ てんのう中津保育園

15:00
～

18:00

東奈良敬愛保育園
⑫ 11 ㈪ 認定こども園白川敬愛保育園

なかよしわんぱく保育園
⑬ 12 ㈫ 玉島保育園

ほづみ保育園
⑭ 13 ㈬ 認定こども園たちばな保育園

認定こども園ちとせ學院めぐみの森
⑮ 14 ㈭ 末広認定こども園

⑯ 15 ㈮
認定こども園おとのは学園

（仮称）幼保連携型認定こども園ときのは
こども園（来年 6 月 1 日開園予定）（注６）

⑰ 16 ㈯
松ヶ本認定こども園 10:00

～

13:00山手台保育園
認定こども園中穂積敬愛保育園

15:00

～

18:00

⑱ 18 ㈪ 認定こども園こどもの園敬愛保育園
⑲ 19 ㈫ たんぽぽ中条学園
⑳ 20 ㈬ 認定こども園さんすい学園
㉑ 21 ㈭ 認定こども園いぶきの丘学園

㉒ 22 ㈮
認定こども園豊原学園

（仮称）幼保連携型認定こども園うたさく
こども園（注 7）

㉓
23 ㈷ 市役所南館 10 階大会議室

＝市内の全保育所等（注８）
13:00

～

17:0024 ㈰

①②③イメージ図

広告枠

④イメージ図

※発送通数は納税者数により変動します。

税
　
　 

金

シ
ス
テ
ム
変
更
に
伴
う
固
定
資
産
税

課
税
方
法
と
口
座
振
替
の
変
更

　
来
年
度
か
ら
納
税
通
知
書
が
土
地・家
屋・

償
却
資
産
を
合
算
し
て
税
額
計
算
し
た
１
通

と
な
り
ま
す
。
な
お
、
来
年
２
月
以
降
、
固

定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
（
土
地
・
家
屋
分
）

ま
た
は
固
定
資
産
税
（
償
却
資
産
分
）
を
口

座
振
替
し
て
い
る
人
で
、
土
地
・
家
屋
分
と

償
却
資
産
分
の
両
方
に
課
税
が
あ
る
人
は
、

次
の
よ
う
に
変
更
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

内 

①
土
地
・
家
屋
分
ま
た
は
償
却
資
産
分
い

ず
れ
か
を
口
座
振
替
し
て
い
る
場
合
、
合

算
し
た
額
を
口
座
振
替
、
②
土
地
・
家
屋

分
、
償
却
資
産
分
を
別
口
座
で
振
替
し
て
い

る
場
合
、
合
算
し
た
額
を
土
地
・
家
屋
分
の

登
録
口
座
か
ら
振
替
、
備 

振
替
口
座
の
変
更

希
望
者
は
、
改
め
て
口
座
振
替
の
申
請
が
必

要
で
す
の
で
、
12
月
27
日
ま
で
に
手
続
き
し

て
く
だ
さ
い
。
問 

納
税
通
知
書
＝
資
産
税
課

☎
620
・
１
６
１
５
、
口
座
振
替
＝
収
納
課
☎

620
・
１
６
１
６

納
税
通
知
書
等
の
封
筒
裏
面
へ
の 

広
告
掲
載
企
業
等
を
募
集

￥ 

右
下
表
の
と
お
り
、
広
告
の
版
下
作
成
ま

で
の
経
費
は
広
告
主
が
負
担
、
封
筒
と
封

筒
の
印
刷
経
費
は
市
が
負
担
、
備 

広
告
原
稿

（
案
）
は
デ
ー
タ
（
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
、

文
字
は
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
化
）
ま
た
は
紙
で
提
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特

集

ト
ピ
ッ
ク
ス

暮
ら
し
の

ガ
イ
ド

無
料
相
談

健

康

イ
ベ
ン
ト

講
座
講
習

募

集

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

み
ん
な
の

掲
示
板

パ
パ
マ
マ

ク
ラ
ブ

フ
ォ
ト

グ
ラ
フ

教
育
・
子
ど
も

時・所右ページ下表の通り、対来年度中に保育所（園）・認
定こども園（２・３号認定子ども＝保育所機能部分を利用
する児童）、小規模保育事業所または事業所内保育事業所（以
下、「保育所等」）への入所を希望する人（生後８週を経過
した翌日から入所を希望する場合は、出産前でも申込可）、
備申込書は 10 月１日から、各保育所等または保育幼稚園
事業課で配付（市 HP からダウンロード可）。必ず保護者が
児童と同伴し、第１希望の保育所等に申し込んでください。
期間中の申込が定員を超えた場合は、保護者が保育できな
い状況を考慮して、順次選考します。現在、入所中の人も
11 月 22 日までに在籍する保育所等で継続の申込が必要で
す。入所中の児童が転所（園）を希望する場合は、継続申
請とは別に、11 月 24 日までに転所（園）希望申請書の提
出が必要です。問保育幼稚園事業課☎ 620・1638

【障害児保育】市内の保育所（園）、私立認定こども園では、
障害がある児童の保育希望者を次の日程で受け付けます。
時10 月 24 日㈭・25 日㈮、午前９時 15 分～正午、所子
育て支援総合センター５階会議室、対障害要件のみに該当
する世帯の３歳以上（平成 29 年４月１日以前生まれ）で
身体障害者（児）手帳または療育手帳を有する児童、また
は、公的関係機関、医療機関で「障害」または「発達遅滞」
が認められる児童、備申込書は 10 月１日から各保育所等

または保育幼稚園総務課で配付。10 月 15 日までに保育幼
稚園総務課に電話で要
予約。面接があります
ので、必ず保護者と児
童でお越しください。
なお、保育所等の定員
の状況等で希望にそえ
ない場合もあります。
問保育幼稚園総務課☎
655・2753

【保育所等入所受付（右表）注意事項】
受付は（注1）彩都敬愛保育園、（注2）たんぽぽtriangle 学
園、（注3）市役所南館10 階大会議室、（注4）天王こども園、

（注5）ひだまり保育園、（注6）認定こども園おとのは学園、
（注7）認定こども園豊原学園で実施。（注8）希望する保育
所等の受付日に、どうしても申込ができない場合のみ。た
だし、23 日はNo. ①～⑧、24 日はNo. ⑨～㉒の保育所等
が対象。各市立保育所、市立認定こども園、小規模保育事
業所、事業所内保育事業所は市HP 参照。

来年度保育所等入所児童受付

所
・
氏
名
・
電
話
番
号
を
記
入
）
で
、
社

会
教
育
振
興
課
☎
622
・
５
１
８
０
、

622
・

９
８
５
８

就
学
時
健
康
診
断
を
各
小
学
校
で
実
施

時
11
月（
日
程
は
各
小
学
校
に
よ
り
異
な
る
、

10
月
20
日
前
後
に
送
付
す
る
健
康
診
断
の
お

知
ら
せ
ま
た
は
市
HP
参
照
）、
所 

現
住
所
で

の
就
学
予
定
の
小
学
校
、
対
平
成
25
年
4
月

2
日
～
26
年
4
月
1
日
生
ま
れ
、
備 

お
知
ら

せ
に
同
封
の
健
康
診
断
票
を
持
参
、
受
診
は

強
制
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
問 

学
務
課
☎
620
・

１
６
８
４

専
門
の
医
師
等
に
よ
る
特
別
教
育
相
談

時
10
月
31
日
㈭
、
午
後
２
時
～
５
時
、
所 

ク

リ
エ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
、
対
市
内
在
住
の
小
・

中
学
生
と
保
護
者
、
内 

精
神
科
医
に
よ
る
指

導
・
助
言
、
心
理
相
談
、
申
電
話
で
教
育
セ

ン
タ
ー
☎
626
・
４
４
０
０

こ
ど
も
育
成
支
援
会
議
の
傍
聴
を　
保 

時
・
所 

市
HP
参
照
ま
た
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
定 

先
着
20
人
（
当
日
空
き
が
あ
れ

ば
傍
聴
可
）、
内 

市
次
世
代
支
援
行
動
計
画

（
第
４
期
）
事
業
リ
ス
ト
等
、
備 

一
時
保
育

は
10
月
７
日
ま
で
に
要
申
込
、申
10
月
１
日
、

午
前
９
時
か
ら
、
電
話
ま
た
は
直
接
、
こ
ど

も
政
策
課
窓
口
☎
620
・
１
６
２
５

来
年
度
市
立
・
私
立
幼
稚
園
等 

園
児
を
募
集

【
市
立
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園
（
１
号
認

出
、
広
告
主
は
審
査
に
よ
り
決
定
、
申
11
月

15
日(

必
着)

ま
で
に
、
申
込
書
（
市
民
税

課
で
配
付
、
市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）

と
広
告
原
稿
（
案
）
を
、郵
送
ま
た
は
直
接
、

〒
567
ー

8505　
同
課
☎
620
・
１
６
１
４

今
月
の
納
付
（
10
月
31
日
㈭
ま
で
）

●
市
府
民
税
第
３
期
分

●
一
般
廃
棄
物
処
理
（
清
掃
）
手
数
料

　
第
2
期
分

●
介
護
保
険
料
普
通
徴
収
第
７
期
分

●
国
民
健
康
保
険
料
普
通
徴
収
第
５
期
分

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
普
通
徴
収

　
第
４
期
分

忘
れ
ず
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

教
育
委
員
会
定
例
会
の
傍
聴
を

時
10
月
９
日
㈬
、
午
後
２
時
か
ら
、
所 

市
役

所
南
館
６
階
会
議
室
、
備 

定
員
・
内
容
等
詳

細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
一
部
非

公
開
の
場
合
あ
り
、
問 

教
育
政
策
課
☎
620
・

１
６
８
０

青
少
年
問
題
協
議
会
の
傍
聴
を　
保 

時
10
月
28
日
㈪
、
午
後
７
時
か
ら
、
所 

上

中
条
青
少
年
セ
ン
タ
ー
３
階
第
１・
２
会
議

室
、
定 

先
着
５
人
（
当
日
空
き
が
あ
れ
ば
傍

聴
可
）、
備 

一
時
保
育
は
10
月
21
日
ま
で
に

要
申
込
、
申
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
（
住



暮らしのガイド生活に役立つ情報

142019.10
広報いばらき記号の見方：時とき、所ところ、対対象、定定員、内内容、￥費用・報酬など、持持ち物、備備考、申申込、　　　　　　　　　　　　　問問合先、 メールアドレス、HP ホームページ、保一時保育あり（原則有料、詳細は事前にお問い合わせを）

定
子
ど
も
）】
市
立
幼
稚
園
と
認
定
こ
ど
も

園
、
保
育
幼
稚
園
事
業
課
で
配
付
し
て
い

る
申
込
書
類
を
、
10
月
１
日
～
４
日
・
７

日
、
午
後
２
時
30
分
～
４
時
30
分
に
入
園
希

望
の
市
立
幼
稚
園
ま
た
は
認
定
こ
ど
も
園
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。【
私
立
幼
稚
園
】
受

付
は
10
月
１
日
か
ら
、【
私
立
認
定
こ
ど
も

園
（
１
号
認
定
子
ど
も
）】
詳
細
は
各
園
に

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
問 
同
課
☎
620
・

１
６
３
８

lg.jpい
ば
ら
き
・
学
生
等
連
携
事
業 

補
助
金
採
択
事
業

　
市
で
は
、
大
学
生
や
高
校
生
が
取
り
組
む

地
域
の
課
題
解
決
や
地
域
活
性
化
の
活
動
を

支
援
し
、
学
生
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り
を
推
進

し
て
い
ま
す
。
今
年
度
は
、
登
録
有
形
文
化

財
を
利
用
し
た
カ
フ
ェ
の
運
営
、
寒
天
づ
く

り
体
験
、
茨
高
竹
灯
籠
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
等
、

19
件
の
事
業
で
補
助
金
を
利
用
し
て
い
ま

す
。
日
程
等
詳
細
は
市
HP

（
下
図
読
み
取
り
）
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。
問 

政
策
企
画

課
☎
620
・
１
６
０
５

淀
川
の
洪
水
情
報
を 

緊
急
速
報
メ
ー
ル
で
発
信

　
淀
川
で
氾
濫
の
危
険
が
高
ま
っ
た
時
、
国

土
交
通
省
か
ら
市
域
の
携
帯
電
話
や
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
に
緊
急
速
報
メ
ー
ル
を
発
信
し
ま

す
。
登
録
は
不
要
で
す
が
、
利
用
機
種
に
よ

り
、
対
応
し
て
い
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
国
土
交
通
省
HP
で
雨
の
状
況
や
淀
川

の
水
位
を
確
認
で
き
ま
す
。
問 

淀
川
ダ
ム
統

合
管
理
事
務
所
☎
072
・
856
・
３
１
３
１

多
世
代
近
居
・
同
居
を
支
援
す
る 

補
助
制
度
の
ご
利
用
を

内 

子
世
帯
（
中
学
生
以
下
の
子
ど
も
が
い
る

世
帯
ま
た
は
40
歳
未
満
の
夫
婦
世
帯
）
と
親

世
帯
（
子
世
帯
の
父
母
ま
た
は
祖
父
母
）
の

い
ず
れ
か
が
近
居
・
同
居
す
る
た
め
に
、
住

ま 

ち 

づ 

く 

り

620
・
１
６
６
１

10
月
15
日
～
21
日
は
違
反
建
築
防
止
週
間

　
市
で
は
、
違
反
建
築
防
止
の
た
め
、
期
間

中
に
啓
発
活
動
と
現
場
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施

し
ま
す
。
違
反
建
築
物
の
未
然
防
止
と
良
好

な
市
街
地
の
環
境
を
形
成
す
る
た
め
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
問 

審
査
指

導
課
☎
620
・
１
６
６
１

全
国
地
域
安
全
運
動
を
実
施

　
10
月
11
日
～
20
日
に
、
同
運
動
が
実
施
さ

れ
ま
す
。
市
民
一
人
ひ
と
り
が
防
犯
に
対
す

市
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画
（
案
）
の

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施

内 

市
の
施
策
の
方
向
性
を
定
め
る
総
合
計
画

の
後
期
基
本
計
画
（
来
年
度
～
令
和
６
年

度
）、
備 

資
料
は
政
策
企
画
課
、
情
報
ル
ー

ム
、
各
図
書
館
で
閲
覧
可
（
市
HP
か
ら
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
）、
提
出
さ
れ
た
意
見
や
こ
れ

に
対
す
る
市
の
考
え
方
は
後
日
公
表
（
住

所
、
氏
名
等
の
個
人
情
報
は
非
公
開
）、
提

出
意
見
へ
の
個
別
回
答
、
匿
名
ま
た
は
電
話

に
よ
る
意
見
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。
申
10

月
10
日
～
31
日
（
消
印
有
効
）
に
、
市
HP
の

電
子
申
込
ま
た
は
、
意
見
書
（
様
式
自
由
、

メ
ー
ル
の
場
合
は
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
、
ど

の
項
目
の
何
に
つ
い
て
の
意
見
か
を
明
確

に
）
を
、
郵
送
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
・
メ
ー
ル

（
住
所
・
氏
名
・
連
絡
先
を
記
入
）、
直
接
、

〒
567
―

8505　
同
課
☎
620
・
１
６
０
５
、

623 

・
３
０
２
５
、
kikaku@

city.ibaraki.

　
10 月は            3R 推進月間        

宅
を
購
入
ま
た
は
持
ち
家
を
リ
フ
ォ
ー
ム

し
、
転
入
し
た
世
帯
に
費
用
の
一
部
を
補

助
、
￥ 

上
限
30
万
円
、
備 

詳
細
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
問 

居
住
政
策
課
☎
655
・

２
７
５
５

10
月
は
建
築
リ
サ
イ
ク
ル
法
に
基
づ
く

全
国
一
斉
パ
ト
ロ
ー
ル
月
間

　
市
で
は
、
期
間
中
に
法
令
の
周
知
・
啓
発

と
分
別
解
体
・
再
資
源
化
の
適
正
な
実
施
の

確
保
の
た
め
、
関
係
機
関
と
合
同
で
現
場
パ

ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し
ま
す
。
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
問 
審
査
指
導
課
☎

　きれいなまちに住み続けたい。そのためには、ごみを減らす
ことが大切です。リデュース、リユース、リサイクルの３R で
今ある快適なくらしを未来につなげましょう。問資源循環課☎
620・1814

・本当に必要か、考えて買う
・つめかえ用を買う
・食事は残さず食べる

ごみを増やさないReduceリデュース

・リサイクルされた商品を買う
・資源に生まれかわるものは、分別して出す

資源として再生するRecycle

・くり返し使えるものを選ぶ
・使わなくなったものは、人にゆずる
・レンタル、フリーマーケットを利用

くり返し使うReuseリユース

リサイクル

1番大切な R

2つめの大切な R

3つめの大切な R
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特

集

ト
ピ
ッ
ク
ス

暮
ら
し
の

ガ
イ
ド

無
料
相
談

健

康

イ
ベ
ン
ト

講
座
講
習

募

集

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

み
ん
な
の

掲
示
板

パ
パ
マ
マ

ク
ラ
ブ

フ
ォ
ト

グ
ラ
フ

の
盗
難
で
す(

昨
年
２
６
９
９
０
件)

。
自

転
車
の
盗
難
の
約
半
数
は
無
施
錠
が
原
因
で

す
。
大
切
な
財
産
を
守
る
た
め
、
自
転
車

か
ら
離
れ
る
時
は
必
ず
鍵
を
か
け
ま
し
ょ

う
。
ま
た
、
防
犯
登
録
は
法
律
上
の
義
務

で
す
。
問 

府
自
転
車
商
防
犯
協
力
会
☎
06
・

６
６
２
９・
０
７
５
０

開
栓
・
閉
栓
は
電
子
申
込
の
ご
利
用
を

　

水
道
の
利
用
開
始
・
終
了(

開
・
閉
栓)

の
際
は
、
そ
れ
ぞ
れ
営
業
課
へ
の
届
出
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
届
出
は
電
子
申
込
が
便
利

で
す
。
詳
細
は
市
HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
問 

同
課
☎
620
・
１
６
９
１

水
道
の
修
理
の
際
は
ご
連
絡
を

　
水
道
本
管
か
ら
メ
ー
タ
ー
ま
で
の
修
理
は

工
務
課
に
ご
連
絡
を
、
メ
ー
タ
ー
か
ら
蛇
口

ま
で
の
修
理
は
、
市
指
定
給
水
装
置
工
事
事

業
者
へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
平

日
の
夜
間
、
土
・
日
曜
日
、
祝
日
は
、
市
が

委
託
し
て
い
る
市
水
道
工
事
業
協
同
組
合
☎

626
・
２
３
０
０
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
問 
同

る
認
識
を
深
め
、
犯
罪
の
被
害
を
防
止
し
ま

し
ょ
う
。
運
動
の
重
点
取
組
み
は
次
の
と
お

り
で
す
。
▼
子
ど
も
と
女
性
の
犯
罪
被
害
防

止
、
▼
特
殊
詐
欺
の
被
害
防
止
、
▼
自
動
車

関
連
犯
罪
と
ひ
っ
た
く
り
の
被
害
防
止
、【
全

国
地
域
安
全
運
動
市
民
大
会
】
時
10
月
16
日

㈬
、
午
後
２
時
か
ら
、
所 
ロ
ー
ズ
Ｗ
Ａ
Ｍ
ワ

ム
ホ
ー
ル
、
内 

式
典
、
防
犯
教
室
（
府
警
察

生
活
安
全
指
導
班
）、
備 

参
加
者
に
記
念
品

を
プ
レ
ゼ
ン
ト
、
問 

茨
木
警
察
署
生
活
安
全

課
☎
622
・
１
２
３
４

自
転
車
を
盗
難
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う

　
大
阪
で
最
も
被
害
の
多
い
犯
罪
は
自
転
車

環
　
　
境

10
月
１
日
は
浄
化
槽
の
日

　
浄
化
槽
は
、
普
段
実
施
さ
れ
て
い
る
保
守

点
検
・
清
掃
と
は
別
に
、
府
環
境
水
質
指
導

協
会
に
よ
る
年
１
回
の
法
定
検
査
を
受
け
る

こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
問 

法
定
検
査
＝

同
協
会
☎
072
・
257
・
３
５
３
１
、
保
守
点
検
・

清
掃
＝
環
境
政
策
課
☎
620
・
１
６
４
４

環
境
審
議
会
の
委
員
を
公
募

時
委
嘱
日
か
ら
２
年
間
、
対
12
月
１
日
現

在
、
18
歳
以
上
の
市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
者(

国
・
地
方
公
共
団
体
の
議
員
、
職
員

は
除
く)

、
定 

２
人
、
内 

市
内
の
環
境
に
関

す
る
基
本
的
事
項
等
を
審
議
、
申
10
月
25
日

（
消
印
有
効
）
ま
で
に
、
申
込
書(

環
境
政

策
課
で
配
付
、市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可)

と
小
論
文
を
、
郵
送
・
メ
ー
ル
ま
た
は
直

接
、
〒
567
ー

8505　

同
課
☎
620
・
１
６
４
４
、

kankyoseisaku@
city.ibaraki.

lg.jp住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
・ 

蓄
電
シ
ス
テ
ム
等
の
設
置
に
補
助

対
自
宅
に
①
住
宅
用
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ

ム
・
②
①
と
同
時
期
に
設
置
の
家
庭
用
燃
料

電
池
（
エ
ネ
フ
ァ
ー
ム
）・
③
強
制
循
環
型

ソ
ー
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
・
④
自
然
循
環
型
太
陽

熱
温
水
器・⑤
蓄
電
シ
ス
テ
ム
を
設
置
後（
①

は
電
力
受
給
後
）
６
か
月
以
内
の
人
、
￥ 

①

課
☎
622
・
２
３
０
８

住
宅
や
事
業
所
等
の
緑
化
に
関
す
る
助
成

　
市
で
は
、
緑
あ
ふ
れ
る
魅
力
あ
る
ま
ち
づ

く
り
の
推
進
の
た
め
、
道
路
に
面
し
た
民
有

地
で
生
垣
設
置
、
道
路
に
は
み
出
た
生
垣
の

改
良
、
壁
面
緑
化
、
高
木
の
植
栽
、
そ
れ
に

伴
う
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
を
行
う
場
合
、

費
用
の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

備 

必
ず
着
工
前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
要

件
・
補
助
額
等
詳
細
は
市
HP
参
照
（
左
図

読
み
取
り
）、
ま
た
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。
５
い
ば
ら
き
環エ

コ境

ポ
イ
ン
ト
付
与
、
問 

農

と
み
ど
り
推
進
課
☎
620
・

１
６
２
２

草
花
・
樹
木
等
の
相
談
・
勉
強
会

【
相
談
】
時
①
10
月
４
日
㈮
、
②
11
月
16
日

㈯
・
③
17
日
㈰
、
④
12
月
６
日
㈮
、
①
④
午

前
10
時
～
正
午
・
午
後
１
時
～
４
時
、
②
午

前
９
時
30
分
～
午
後
４
時
、
③
午
前
９
時
30

分
～
午
後
３
時
、
所 

①
④
市
役
所
南
館
１
階

玄
関
ロ
ビ
ー
、
②
③
中
央
公
園
南
グ
ラ
ウ
ン

ド
（
農
業
祭
会
場
）、
内 

花
・
樹
木
・
野
菜
・

果
樹
・
病
害
虫
等
、
備 

３
い
ば
ら
き
環エ

コ境
ポ

イ
ン
ト
付
与
、【
勉
強
会
】
時
10
月
４
日
㈮
、

午
後
１
時
30
分
～
３
時
、
所 

市
役
所
本
館

３
階
第
２
会
議
室
、
内 

や
さ
し
い
病
害
虫
管

理
、
備 

５
い
ば
ら
き
環
境
ポ
イ
ン
ト
付
与
、 

（
以
下
共
通
）
備 
詳
細
は
市
HP
参
照
ま
た
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
問 

農
と
み
ど
り

推
進
課
☎
620
・
１
６
２
２

　10 月中旬に建物（地上部）の解体が完了し、続けて地下部の解
体を行います。また、11 月からは埋め戻し等の作業を予定してい
ます。なお、建物に含まれるアスベストは、
法令等による適切な手順・対策をふまえ
て、5 月中に除去作業を完了しました。今
後も騒音や通行規制等ご不便をおかけし
ますが、ご理解ご協力をお願いします。進
捗状況等は市 HP をご確認ください。問市
民会館跡地活用推進課☎ 655・2757

元市民会館解体工事の進捗状況
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出
力
１
キ
ロ
ワ
ッ
ト
当
た
り
１
万
２
５
０
０

円(
上
限
４
キ
ロ
ワ
ッ
ト)

、
上
限
②
③
⑤

４
万
円
・
④
３
万
円
、
備 

②
は
①
と
同
時
申

請
の
み
、
①
③
④
⑤
10
・
②
20
い
ば
ら
き

環エ

コ境
ポ
イ
ン
ト
付
与
、
申
申
請
書(

環
境
政

策
課
で
配
付
、市
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可)

と
必
要
書
類
を
直
接
、
同
課
窓
口
☎
620
・

１
６
４
４

Ｐ
Ｃ
Ｂ
廃
棄
物
は
適
正
な
処
理
を

　
Ｐ
Ｃ
Ｂ
（
ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
）
を
含

む
電
気
機
器
（
変
圧
器
、
コ
ン
デ
ン
サ
ー
、

業
務
用
の
照
明
用
安
定
器
等
）
を
事
業
所
で

使
用
ま
た
は
保
管
す
る
際
は
届
出
が
必
要
で

す
。
電
気
室
、
キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
、
倉
庫
等
を

点
検
し
、
Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
含
む
電
気
機
器
が
あ

る
場
合
は
、
す
ぐ
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
の
有
無
は
、
機
器
メ
ー
カ
ー

や
㈱
Ｊ
Ｅ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
の
HP
（http://w

w
w

.
jesconet.co.jp

）
等
で
判
別
で
き
ま
す
。

搬
入
荷
姿
登
録
を
行
い
適
正
に
保
管
し
、
予

定
処
分
期
間
内
（
高
濃
度
＝
来
年
度
末
、
低

濃
度
＝
令
和
８
年
度
末
ま
で
）
に
必
ず
適
正

な
処
理
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
問 

府
事
業
所

指
導
課
☎
06
・
６
２
１
０・
９
５
８
３

商
工
・
消
費
生
活

信
用
保
証
委
託
申
込
書
（
写
）、
印
鑑
（
法

人
の
場
合
は
実
印
）、
信
用
保
証
決
定
の
お

知
ら
せ
（
写
）（
金
融
機
関
か
ら
交
付
）、
返

済
予
定
表
（
写
）（
金
融
機
関
か
ら
融
資
手

続
完
了
後
交
付
）、
税
の
完
納
証
明
書
（
申

請
書
は
同
課
で
配
付
）、
本
人
名
義
の
預
金

通
帳
、
申
貸
付
日
か
ら
３
か
月
以
内
に
、
同

課
☎
620
・
１
６
２
０

労
働
保
険
料
の
納
付
を
忘
れ
ず
に

　
労
働
保
険
料
第
２
期
分
の
納
付
期
限
は
10

月
31
日
で
す
。
事
業
主
は
忘
れ
ず
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
事
務
組
合
へ
事
務

委
託
し
て
い
る
場
合
は
納
付
期
限
が
異
な

り
ま
す
。
問 

茨
木
労
働
基
準
監
督
署
☎
604
・

５
３
１
０

小
売
店
等
の
活
性
化
を
支
援

　

市
内
小
売
店
等
の
活
性
化
を
図
る
た
め
、

事
業
へ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、市
内
小
売
店
等
を
改
装
す
る
事
業
者（
市

民
・
市
内
法
人
の
み
）
や
、
商
店
街
ま
た
は

中
心
市
街
地
で
、
業
種
・
業
態
転
換
、
新
店

出
店
等
（
い
ず
れ
も
小
売
業・飲
食
店
の
み
）

を
予
定
し
て
い
る
事
業
者
に
、
改
装
工
事
費

の
一
部
を
補
助
（
上
限
50
万
円
）
し
て
い
ま

す
（
工
事
計
画
前
に
相
談
要
）。
本
制
度
は

利
用
し
て
か
ら
10
年
間
経
過
す
る
と
、
再

度
利
用
で
き
ま
す
。
問 

商
工
労
政
課
☎
620
・

１
６
２
０

府
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
無
料
相
談

　
同
拠
点
で
は
、
後
継
者
の
育
成
や
IT
に
よ

制度名 限度額 期間 貸付年利率

市

①中小企業振興資金融資 1,250 万円（無担保）
600 万円以下＝ 60 か月
以 内、600 万 円 超 1,250
万円以下＝ 84 か月以内

5 年以内＝ 0.9%、
5 年超 7 年以内＝

1.0%

②中小企業設備投資応援
　資金融資 3,000 万円（無担保） 120 か月以内 金融機関所定

（1.0% 以下）

府

③小規模サポート資金 2,000 万円（無担保）

84 か月以内

1.4 ～ 1.6%
④開業サポート資金 3,500 万円（無担保） 1.0 ～ 1.4%
⑤経営安定資金
　（市町村認定が必要）

2 億円（うち 8,000 万
円は無担保） 金融機関所定

上記以外の融資制度あり

消
費
生
活
だ
よ
り

困
り
事
は
、
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎
624
・
１
９
９
９

【
事
例
】Ｓ
Ｎ
Ｓ
で「
美
容
液
が
初
回
500
円
」

と
い
う
広
告
を
見
て
商
品
を
購
入
し
た
。

そ
の
後
再
び
同
じ
商
品
が
届
き
、
6
千
円

以
上
を
請
求
さ
れ
た
。
2
回
目
を
申
し
込

ん
だ
覚
え
が
な
い
の
で
電
話
す
る
と
、
４

回
購
入
が
条
件
の
定
期
購
入
な
の
で
、
中

途
解
約
で
き
な
い
と
言
わ
れ
た
。
画
面
の

下
に
説
明
が
書
か
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、

申
込
時
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
。

「
初
回
無
料
」「
格
安
」の
表
示
に
ご
注
意
を
！

10 月 1 日現在。貸付年利率は変更する場合があります。

【
回
答
】「
お
試
し
」
と
思
っ
て
申
し
込
む

と
、
定
期
購
入
契
約
に
な
っ
て
い
た
と
い

う
相
談
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
初
回
無

料
、
低
価
格
が
強
調
さ
れ
て
い
る
た
め
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
画
面
で
は
定
期
購
入

と
い
う
小
さ
な
注
意
書
き
を
見
落
と
し
が

ち
で
す
。
条
件
に
よ
っ
て
は
中
途
解
約
で

き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
注
文
前

に
契
約
内
容
を
よ
く
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

資
の
申
込
に
手
数
料
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

な
お
、
制
度
に
は
制
約
等
が
あ
り
ま
す
。
詳

細
は
商
工
労
政
課
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
一
部
の
融
資
に
は
次
の
と
お
り

補
助
が
あ
り
ま
す
。

【
信
用
保
証
料
の
補
助
】
対
右
表
の
①
③
～

⑤
の
う
ち
、
600
万
円
以
下
の
制
度
融
資
、
持 

中
小
企
業
事
業
資
金
融
資
の
ご
利
用
を

　
市
で
は
、
保
証
協
会
の
保
証
付
の
市
内
中

小
企
業
向
け
事
業
資
金
融
資
の
あ
っ
せ
ん
を

行
っ
て
い
ま
す
（
右
下
表
の
と
お
り
）。
融
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特

集

ト
ピ
ッ
ク
ス

暮
ら
し
の

ガ
イ
ド

無
料
相
談

健

康

イ
ベ
ン
ト

講
座
講
習

募

集

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

み
ん
な
の

掲
示
板

パ
パ
マ
マ

ク
ラ
ブ

フ
ォ
ト

グ
ラ
フ

る
情
報
発
信
、
商
品
開
発
、
事
業
計
画
の
作

成
、
人
手
不
足
等
会
社
の
抱
え
る
さ
ま
ざ
ま

な
課
題
に
対
し
専
門
家
が
無
料
で
相
談
に
応

じ
ま
す
（
電
話
可
）。

所 

同
拠
点
（
大
阪
市
中
央
区
本
町
一
丁
目

４
ー
５
）、
問 
同
拠
点
☎
06
・
４
７
０
８
・ 

１
６
２
０

高
年
齢
者
雇
用
を
支
援

　
市
と
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
茨
木
で
は
、
事
業
所

へ
の
チ
ラ
シ
送
付
等
を
通
じ
て
、
高
年
齢
者

雇
用
の
支
援
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。ま
た
、

公
共
職
業
安
定
所
と
（
独
）
高
齢
・
障
害
・

求
職
者
雇
用
支
援
機
構
で
は
、
高
年
齢
者
を

積
極
的
に
雇
用
す
る
事
業
所
を
支
援
す
る
た

め
、
各
種
助
成
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。
高

齢
者
雇
用
に
関
す
る
相
談
・
助
言
を
す
る
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
問 

同
機
構
大
阪
支
部
☎
06
・

７
６
６
４・
０
７
２
２

障
害
者
雇
用
奨
励
金
の
ご
利
用
を

　
市
で
は
、
障
害
者
の
雇
用
を
促
進
す
る
た

め
、
障
害
者
雇
用
奨
励
金
制
度
を
設
け
て
い

㈪
、
午
後
２
時
～
4
時
、
所 

・
問 

同
会
議
所

☎
622
・
６
６
３
１

退
職
金
は
中
退
共
制
度
で

　

中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
（
中
退
共
）

は
、
中
小
企
業
の
事
業
主
が
、
従
業
員
の

退
職
金
を
計
画
的
に
準
備
で
き
る
国
の
退

職
金
制
度
で
す
。
掛
金
は
全
額
非
課
税
で
、

一
部
を
国
が
助
成
し
ま
す
。
家
族
従
業
員

も
加
入
で
き
ま
す
。
詳
細
は
HP
（http://

chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

）
を
ご 

覧
く
だ
さ
い
。
問 

中
退
共
大
阪
コ
ー
ナ
ー
☎

06
・
６
５
３
６・
１
８
５
１

消
費
生
活
の
出
前
講
座
の
ご
活
用
を

　
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
消
費
生
活
に

関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
や
最
近
多
い
契
約

ト
ラ
ブ
ル
の
事
例
と
対
処
法
を
分
か
り
や
す

く
解
説
す
る
出
前
講
座
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
悪
質
商
法
の
手
口
を
知
り
、
被
害
を
未

然
に
防
ぎ
ま
し
ょ
う
。

時
原
則
平
日
、
午
前
10
時
～
午
後
４
時
で
２

時
間
以
内
、
対
市
内
で
活
動
す
る
10
人
以
上

の
団
体
、
問 

同
セ
ン
タ
ー
☎
624
・
０
７
９
９

消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

い
や
や188

の
ご
利
用
を

　
「
悪
質
商
法
等
に
よ
る
被
害
に
あ
っ
た
」

等
の
ト
ラ
ブ
ル
で
困
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
か
。
そ
ん
な
と
き
は
一
人
で
悩
ま
ず

に
、
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
188
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。
専
門
の
相
談
員
が
ト
ラ
ブ
ル
解
決

を
支
援
し
ま
す
。
問 

消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
☎

624
・
１
９
９
９

紹介編 vol.89

～
女
性
が
美
し
く
輝
け
る
社
会
に
～

株式会社アークスマイル（西中条町）

問商工労政課☎ 620・1620

　同社は、昭和 57 年（1982 年）に市内でエステサロンを開
業して以来、女性の美と健康をサポートしてきました。さらには、
美容知識を学ぶスクールを設立し、エステティシャンの育成や
自宅開業のサポート等、女性の社会進出にも貢献しています。
　また同社は、年 1 回の社内旅行や研修制度の充実、月 4 回の
ノー残業デーを導入するなど、従業員の仕事と生活の両立を支
援。それらの取組みが評価され、昨年、市の「働きやすい職場
づくり推進事業所」に認定されました。
　髙濱社長は「従業員が楽しく働ける会社、また女性が美しく
輝ける社会をめざし、色々なことに挑戦します」と話しました。

対象労働者 支給額
重度身体・知的

障害者
第１～３期に
各 30 万円

重度身体・知的
障害者

（短時間労働者） 第 1・2 期に
各 21 万円精神障害者、重度以

外の知的
障害者

特定求職者雇用開発助成金の対象期間
を終了した月の翌月から起算し、6 か
月ごとに区分した期間を支給対象期

（第 1 ～ 3 期）とする。

ま
す
。
ま
た
、
障
害
者
合
同
就
職
面
接
会
へ

の
参
加
企
業
も
募
集
し
て
い
ま
す
。

【
奨
励
金
】
対
従
業
員
数
が
300
人
以
下
で
、

知
的
・
精
神
・
重
度
身
体
障
害
者
の
市
民
を

雇
用
保
険
の
一
般
被
保
険
者
と
し
て
雇
用

し
、
国
の
特
定
求
職
者
雇
用
開
発
助
成
金
を

受
給
し
た
事
業
主
、
内 

左
表
の
と
お
り
、
申

支
給
対
象
期
が
終
了
し
た
月
の
翌
月
か
ら
３

か
月
以
内
に
、
商
工
労
政
課
、【
面
接
会
参

加
企
業
】
時
11
月
27
日
㈬
、
午
後
１
時
～
４

時
、
所 

市
役
所
南
館
10
階
大
会
議
室
、
対
障

害
者
の
採
用
を
考
え
て
い
る
企
業
、
内 

市
障

害
者
就
労
支
援
フ
ェ
ア
で
実
施
す
る
合
同
就

職
面
接
会
で
、
障
害
の
あ
る
求
職
者
と
の
採

用
面
接
、
申
10
月
10
日
ま
で
に
、
電
話
で
同

課
☎
620
・
１
６
２
０

茨
木
商
工
会
議
所
の
無
料
相
談

時
・
内 

10
月
21
日
㈪
、
11
月
18
日
㈪
、
12
月

16
日
㈪
、【
金
融
相
談（
事
業
資
金・教
育
ロ
ー

ン
）】
午
後
１
時
～
３
時
、【
創
業
相
談
】
午

後
２
時
～
４
時
、【
税
務
相
談
】
12
月
16
日
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川
端
康
成
文
学
館
臨
時
休
館

時
10
月
５
日
㈯
、
問 

同
館
☎
625
・
５
９
７
８

施
設
利
用
で
き
ま
せ
ん

　
市
の
行
事
等
に
利
用
す
る
た
め
、
次
の
日

時
の
施
設
利
用
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。な
お
、

福
祉
文
化
会
館
・
ク
リ
エ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
の

11
月
抽
選
分
の
申
込
受
付
は
10
月
20
日
～
31

日
、
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
10
月
の
抽
選
日
は

2
日
で
す
。【
福
祉
文
化
会
館
】
文
化
ホ
ー

ル　
来
年
11
月
１
日
・
８
日
・
15
日
・
22
日

＝
午
前
９
時
～
午
後
５
時
、
11
月
21
日
＝
午

後
１
時
～
10
時
、【
ク
リ
エ
イ
ト
セ
ン
タ
ー
】

セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル　
来
年
11
月
１
日・
６
日・

７
日
・
14
日
・
20
日
～
22
日
・
27
日
～
29
日

＝
終
日
、
11
月
５
日
＝
午
後
６
時
～
10
時
、

多
目
的
ホ
ー
ル　
来
年
５
月
５
日
・
22
日
＝

午
後
１
時
～
10
時
、
5
月
６
日
・
15
日
・
16

日
・
28
日
～
30
日
＝
終
日
、
5
月
13
日
・
23

日
・
24
日
・
27
日
＝
午
前
９
時
～
午
後
５
時
、

【
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
（
火
曜
日
休
み
）】
き

ら
め
き
ホ
ー
ル　
来
年
４
月
３
日
＝
午
後
０

時
30
分
～
９
時
30
分
、
４
月
4
日
＝
午
前
９

時
～
午
後
６
時
、４
月
13
日
～
20
日
＝
終
日
、

【
ロ
ー
ズ
Ｗ
Ａ
Ｍ（
火
曜
日
休
み
）】ワ
ム
ホ
ー

ル　
来
年
５
月
10
日
＝
午
後
０
時
30
分
～
６

時
、
５
月
21
日
＝
午
前
９
時
～
午
後
３
時

上
中
条
青
少
年
セ
ン
タ
ー
の
利
用
制
限

　

同
セ
ン
タ
ー
の
ト
イ
レ
改
修
工
事
に
伴

い
、
10
月
2
日
～
21
日
、
午
前
９
時
～
午
後

５
時
の
貸
室
等
の
利
用
を
制
限
し
ま
す
。
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
詳
細
は

市
HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
問 

同
セ
ン
タ
ー
☎

622
・
５
１
８
０

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
事
業
に
助
成　

　
（
一
財
）
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
で
は
、
宝

く
じ
の
社
会
貢
献
広
報
事
業
と
し
て
、
市
や

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
（
自
治
会
等
）
が
実
施

す
る
事
業
に
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。
詳
細

は
、
市
HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

内 

①
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
推
進
に
関
す
る
事

業
、
②
青
少
年
健
全
育
成
の
た
め
の
親
子

で
参
加
す
る
イ
ベ
ン
ト
や
事
業
、
備 

事
前
相

談
要
、
多
数
の
場
合
抽
選
、
申
10
月
１
日

～
11
日
（
必
着
）
に
、
申
請
書
（
市
HP
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
を
、
郵
送
ま
た
は
直

接
、
①
〒
567
ー

8505　

市
民
協
働
推
進
課
☎

620
・
１
６
０
４
、

②
〒
567
ー

0881 

上
中
条
二
丁
目

11
ー
22
、
社
会
教

育
振
興
課
☎
622
・

５
１
８
０

行
政
相
談
特
設
相
談
会

　
市
で
は
、
10
月
7
日
～
13
日
の
行
政
相
談

週
間
に
ち
な
ん
で
、同
相
談
会
を
行
い
ま
す
。

国
等
の
仕
事
に
関
す
る
相
談
事
や
要
望
等

を
、
行
政
相
談
委
員
が
お
聞
き
し
ま
す
。
気

軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

時
10
月
17
日
㈭
、
午
後
１
時
～
４
時
、
３

時
30
分
ま
で
受
付
、
所 

市
役
所
南
館
東
玄

関
ロ
ビ
ー
、
問 

市
民
生
活
相
談
課
☎
620
・

１
６
０
３

ハ
ロ
ウ
ィ
ン
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
の
発
売

　
宝
く
じ
の
収
益
金
は
、
市
町
村
の
明
る
く

住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
に
使
わ
れ
ま
す
。
府

内
の
宝
く
じ
売
り
場
で
お
買
い
求
め
く
だ
さ

い
。

時
【
発
売
期
間
】
10
月
18
日
㈮
ま
で
、【
抽

せ
ん
日
】
10
月
30
日
㈬
、
問 

（
公
財
）
府

市
町
村
振
興
協
会
☎
06
・
６
９
４
１
・ 

７
４
４
１

小
豆
島
町
・
竹
田
市
宿
泊
施
設
利
用 

補
助
は
10
日
前
ま
で
に
申
請
を　

　
姉
妹
都
市
・
小
豆
島
町
と
歴
史
文
化
姉
妹

都
市・竹
田
市
と
の
交
流
促
進
を
図
る
た
め
、

指
定
宿
泊
施
設
を
利
用
す
る
市
民
に
、
宿
泊

費
用
の
一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

所 

指
定
宿
泊
施
設
（
市
HP
ま
た
は
文
化
振
興

課
設
置
の
チ
ラ
シ
参
照
）、
内 

補
助
額　

小

豆
島
町
＝
中
学
生
以
上
１
泊
２
千
円
、
小
学

生
１
泊
１
５
０
０
円
、
竹
田
市
＝
中
学
生
以

上
１
泊
５
千
円
、
小
学
生
１
泊
３
千
円
、
利

用
額
が
補
助
額
に
満
た
な
い
場
合
は
そ
の
金

額
、
利
用
回
数　
１
人
年
間
各
１
泊
、
問 

施

設
へ
予
約
後
、
宿
泊
日
の
10
日
前
ま
で
に
申

請
書
（
文
化
振
興
課
で
配
付
、
市
HP
で
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
可
、
要
印
鑑
）
を
、
郵
送
ま
た
は

直
接
、
〒
567
ー

8505　
同
課
☎
620
・
１
８
１
０

犬
の
飼
い
方
教
室　

時
①
11
月
16
日
㈯
、
午
後
１
時
30
分
～
４
時

30
分
、
②
17
日
㈰
、
午
前
10
時
～
午
後
４

時
30
分
、
所 

市
役
所
南
館
①
８
階
中
会
議

室
・
②
来
庁
者
駐
輪
場
、
対
茨
木
市
、
豊
能

町
、
能
勢
町
、
箕
面
市
、
池
田
市
、
吹
田

市
、
摂
津
市
、
島
本
町
在
住
で
、
犬
を
飼
養

し
、
飼
犬
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
接
種
・

伝
染
病
混
合
ワ
ク
チ
ン
・
ノ
ミ
・
ダ
ニ
の
駆

虫
を
し
て
い
る
人
、
こ
れ
か
ら
犬
を
飼
養
す

る
人
、
内 

①
犬
を
飼
う
と
き
の
き
ま
り
や
健

康
管
理
、
し
つ
け
方
の
講
義
、
②
飼
い
犬
同

伴
し
つ
け
方
実
技
（
①
の
参
加
者
の
み
、
見

学
可
）、
備 

多
数
の
場
合
抽
選
、
申
10
月
21

日
（
消
印
有
効
）
ま
で
に
、
府
HP
か
ら
電
子

申
込
、
ま
た
は
電
話
、
申
込
書
（
市
民
生
活

相
談
課
で
配
付
、
府
HP
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
を
郵
送
・
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
、
〒
562
ー

0036 

箕
面
市
船
場
西
一
丁
目
11
ー
35
、
府
動
物

愛
護
管
理
セ
ン
タ
ー
箕
面
支
所
☎
072
・
727
・

５
２
２
３
、

072
・
727
・
４
３
７
９

竹田市の竹楽 小豆島町の寒
かんかけい

霞渓

そ
　
の
　
他
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特

集

ト
ピ
ッ
ク
ス

暮
ら
し
の

ガ
イ
ド

無
料
相
談

健

康

イ
ベ
ン
ト

講
座
講
習

募

集

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

み
ん
な
の

掲
示
板

パ
パ
マ
マ

ク
ラ
ブ

フ
ォ
ト

グ
ラ
フ

特

集

ト
ピ
ッ
ク
ス

暮
ら
し
の

ガ
イ
ド

無
料
相
談

健

康

イ
ベ
ン
ト

講
座
講
習

募

集

ス
ポ
ー
ツ

図
書
館

み
ん
な
の

掲
示
板

パ
パ
マ
マ

ク
ラ
ブ

フ
ォ
ト

グ
ラ
フ

祝日の場合は実施しません。相談内容・ときの項目に電話番号を
表示している場合、電話で相談できます。子育てに関する相談は
41 ページ参照。10月の無料相談

相談内容 と　き ところ
相続、離婚等の

法律相談
（各日先着 16 人）

毎週月･ 水･ 金曜日、
13:00 ～17:00（※）

市民生活相談課 
☎ 620・1603

※前日、8:45 から 
電話で予約（前日
が土・日曜日、祝
日の場合は、その
直前の開庁日）

日曜法律相談
（先着 7 人）

27 日㈰、9:30 ～13:00（23
日、8:45 から電話で予約）

交通事故法律相談
（各日先着 5 人）

毎週火曜日、
13:00～15:30（※）

国の仕事に関する
行政相談

( 各日先着 4 人）
3 日㈭・17 日㈭、
13:00 ～15:00（※）

行政書士相談
（各種書類の書き方）

（先着 5 人）

2 日㈬、9:30 ～ 12:00（※）、
相続、遺言、離婚協議書、許可申
請等

司法書士相談
（各日先着 5 人）

2 日㈬＝登記、相続、16 日㈬・
23 日㈬＝登記、相続、後見人、
多 重 債 務 等、9:30 ～ 12:00

（※）
土地家屋調査士相談

（先着５人）
16 日㈬、9:30 ～ 12:00（※）、
土地の境界等

宅地建物取引相談
（先着５人） 17 日㈭、9:30 ～ 12:00（※）

公証人相談
（先着 5 人） 3 日㈭、9:30 ～ 12:00（※）

税務相談
（先着 5 人） 10日㈭、13:00～16:00（※）

戸籍相談
（先着 4 人）

17 日㈭、14:00 ～ 16:00
（前日、8:45 から電話で予約、
市民課☎ 620・1621）

消費生活相談
毎週月～金曜日、9:00 ～
16:30、12 日㈯・26 日㈯、 
9:00 ～ 12:00

消費生活センター
☎ 624・1999

人権擁護委員に
よる人権相談

10 日㈭・24 日㈭、
13:00 ～ 15:00

市民生活相談課
ひとり親のため

の法律相談
29 日㈫、13:00 ～ 16:00

（1 日、8:45 から電話で予約、
こども政策課☎ 620・1625）

母子・父子・寡婦
家庭相談

（離婚前も可）
毎週月～金曜日、
9:00 ～ 17:00

こども政策課
☎ 620・1625

聴覚障害者
生活相談

毎週月～金曜日、 
9:00 ～ 17:00

障害福祉課 
☎ 620・1636

627・1692
障害児相談

（18 歳まで）
毎週月～金曜日、9:00 ～
17:00（面談は要予約）

あけぼの学園 
☎ 626・0105

教育相談 
（小・中学生）

毎週月～金曜日、
8:45 ～ 17:00（要予約）

教育センター
☎ 626・4400

電話教育相談 
☎ 625・7830

毎週月～金曜日、 
8:45 ～ 17:00

「いじめ」ホッと
電話相談

毎週月～金曜日、9:00～17:00、 
0120・147970（小・中学生

対象）、☎627・5511（保護者
対象）、上記以外は 0120・
7285・25

奨学金相談 毎週月～木曜日、 
10:00 ～ 18:00

発達相談
（小・中学生）

毎週月～金曜日、
8:45 ～ 17:00（要予約）

教育委員会分室
（予約は上記教育センター）

分譲マンション
管理相談会

（先着 4 組）
第 2 火曜日、9:00 ～ 12:00

（7 日前までに要予約）
居住政策課

☎ 655・2755

相談内容 と　き ところ

女性面接相談 毎週月～土曜日 ( 火曜日除
く )、10:00 ～ 16:00（要予約）

男女共生センター
ローズ WAM 

☎ 620・9920

女性電話相談
☎ 621・0892

毎週月～土曜日 ( 火曜日除
く )、10:00 ～ 16:00

男性のための
電話相談

16 日㈬・23 日㈬、
18:30 ～ 21:30

女性のはたらき方
相談

11 日㈮、9:30 ～ 12:30
（要予約）

女性法律相談
17日㈭・19日㈯、
9:30～12:30

（2日、9:00から電話で予約）

仕事なんでも相談 31 日㈭、13:00 ～ 16:00

デート DV 電話
相談

☎ 622・7345
毎週土曜日、10:00～17:00

DV 相談 毎週月～土曜日、
9:00 ～ 17:00

配偶者暴力相談
支援センター

☎ 622・5757

人権相談 毎週月～金曜日、
9:00 ～ 17:00

人権センター
☎ 622・6613

人権や生活上の
さまざまな相談

毎週月～土曜日、
9:00 ～ 17:00

各いのち・愛・ゆめセンター
豊　川＝☎ 643・1470 
沢良宜＝☎ 635・7667 
総持寺＝☎ 626・5660

①経営相談
②創業相談

①主に毎週月・火・木曜日、
②主に毎週月・木曜日、
10:00 ～ 17:00（要予約） 商工労政課

☎ 620・1620
仕事なんでも

相談
毎週火～木曜日、
10:00 ～16:00（予約優先、31
日は12:00 まで）

防火相談 毎日、8:45 ～ 17:15 消防本部
☎ 622・6955

福祉まるごと
相談会

※どの会場でも
相談可能です。
コミセン =コミュ
ニティセンター
問相談支援課
☎ 655・2758

第１月曜日

10:00
～

12:00

春日コミセン

第４月曜日 太田公民館
郡山自治会館

第２火曜日 中条公民館

第 3 火曜日、13:30 ～ 15:30 春日丘憩いの家

第２・4 水曜日 10:00
～

12:00

天王公民館

第 1 木曜日 庄栄コミセン

第 1 木曜日、13:30 ～ 15:30 丘の家愉楽

第 1・3 木曜日

10:00
～

12:00

東コミセン

第 2 木曜日 耳原・玉櫛公民館、
東奈良コミセン

第 1・3 金曜日 白川公民館

第 3 金曜日 畑田コミセン


